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令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、県民の日常生活に不可欠な鉄道在来線の維持、確保及び活性化を図るため、

鉄道在来線沿線の自治体等（以下「沿線団体等」という。）が行う鉄道在来線活性化

事業に要する経費について、令和８年度予算の範囲内において、沿線団体等に対し、

鉄道在来線活性化事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、そ

の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和 45年青森県規則第 10

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において鉄道在来線とは、東日本旅客鉄道株式会社が青森県内で運営す

る鉄道路線のうち、新幹線鉄道に該当しない奥羽本線、大湊線、五能線、津軽線及び

八戸線を指す。 

２ この要綱において沿線団体等とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）鉄道在来線の沿線に所在する市町村 

（２）鉄道在来線の沿線に所在する市町村を中心に、鉄道在来線の利用促進等を目的 

として構成される協議会等 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、鉄道在来

線（別表の区分２に掲げる場合には、当該隣接県に跨る部分を含む。）の利用促進等

のために実施する調査、実証、機運醸成、情報発信等に要する経費（委託費、報償費、

旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、広報費、使用料、賃借料その他

知事が特に必要と認める経費（国又は他の地方公共団体（別表の区分２に掲げる隣接

県を除く。）による補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金の額を除く。））

とする。 

２ 補助金の額は、別表のとおりとする。 

３ 補助対象経費の算出に当たっては、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事

業」という。）の実施に伴う受益者負担金等の特定財源について、補助対象経費から

控除すること。 

 

（申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならな

い書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の

規定により付された条件となるものとする。 
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（１）補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、事業

内容変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出してその承認を受けること。ただ

し、経費の 20パーセント以内の変更については、この限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止（廃止）承認申請書（第

５号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合

において、速やかに事業遅延（事故）報告書（第６号様式）を知事に提出してその

指示を受けること。 

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかに

する書類、帳簿等を備え付け、これらを令和９年４月１日から５年間保管しておく

こと。 

（５）補助事業によって取得し、又は効用が増した財産を善良な管理者の注意をもって

管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図る

こと。 

（６）補助事業によって取得し、又は効用が増した財産について、財産管理台帳（第７

号様式）その他関係書類を第 12に規定する期間中、整備保管すること。                                                                                                                                                                                         

 

（交付決定） 

第６ 規則第６条の決定の通知は、補助金交付決定通知書（第８号様式）によるものと

する。 

 

（申請の取下げの期日） 

第７ 規則第７条第１項の規定による補助金交付申請の取下げの期日は、前項の通知を

受けた日から起算して 10日を経過した日とする。 

２ 交付の申請の取下げは、交付申請取下書（第９号様式）の提出により行うものとす

る。 

 

（補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、補助事業の完了後に交付する。 

 

（状況報告） 

第９ 規則第 10 条の規定による報告は、知事の指示があったときに、速やかに事業遂

行状況報告書（第 10号様式）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第１０ 規則第 12 条の規定による報告は、補助事業完了の日（補助事業の廃止の承認

を受けた場合は、その日）から起算して 30日を経過した日又は令和９年４月 20日の

いずれか早い時期までに、事業完了（廃止）報告書（第 11 号様式）に次に掲げる書

類を添えて行うものとする。 

（１）事業実績書（第２号様式） 

（２）収支精算書（第３号様式） 

（３）補助対象経費に係る支払証拠書類及び財産管理台帳（第７号様式）の写し 
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（処分の制限を受ける財産） 

第１１ 規則第 19 条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産は、１件

の取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の財産とする。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１２ 規則第 19 条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15号）に定める耐用年数を

経過するまでの期間とする。 

 

 附則 

  この要綱は、令和８年４月２２日から施行する。 
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別表（第３関係） 

区分 補助金の額 

１．次の２以外の場合 補助対象経費の２分の１に相当する額又は

別途知事が必要と認めた額のいずれか低い

額以内の額 

２．第２第２項（２）の協議会等の構成

員に隣接県の市町村が含まれ、かつ県を

跨ぐ鉄道路線で両県域に係る取組に対し

当該隣接県が本県と協調して当該協議会

等に補助する場合 

補助対象経費の３分の１に相当する額、隣

接県の補助金の額又は別途知事が必要と認

めた額のいずれか低い額以内の額 
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第１号様式（第４関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

申請者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）                

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業費補助金 交付申請書 

   

令和８年度に実施する鉄道在来線活性化事業について、補助金の交付を受けたいの

で、青森県補助金等の交付に関する規則第３条の規定により、関係書類を添えて下記

のとおり申請します。  

  

記 

  

 

１ 補助金交付申請額     金        千円  

 

 

２ 事業名   

 

 

３ 事業完了予定年月日  令和 年 月 日 

 

 

４ 添付書類 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 
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第２号様式（第４、第 10関係） 

事業計画（実績）書 

沿線団体等の名称 

代表者職氏名 
 

担当者連絡先 

郵便番号 

住所 

氏名 

電話番号 

メール 

事
業
計
画 

交付対象事業名  

実施場所  

事業目的 

及び内容 

※事業内容は具体的に記載してください。 

 

スケジュール 

※開始から終了までの流れがわかるよう、具体的に記載してください。 

 

事業に要する 

経費 
 

交付申請額 
 

（千円未満切り捨て） 

備考 

 

※市町村以外の場合、団体の概要がわかる書類（会則、構成員名簿、事業計画書、資

金計画書等）を添付してください。 
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第３号様式（第４、第 10関係） 

 

収支予算（精算）書 

 

１ 収入の部             単位：円 

項目 予算（精算）額 内訳 

補助金   

自己資金   

その他   

合計   

 

２ 支出の部             単位：円 

項目 予算（精算）額 内訳 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合計   

※ 補助事業に係る収支を記載してください。 
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第４号様式（第５関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

補助事業者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）                

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業内容変更承認申請書 

   

令和 年 月 日付け青交通第  号で補助金の交付決定の通知を受けた鉄道在来

線活性化事業を下記のとおり変更したいので、令和８年度青森県鉄道在来線活性化事

業費補助金交付要綱第５第１号の規定により申請します。  

  

記 

  

 

１ 事業名   

 

 

２ 変更の理由 

 

 

３ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）第２号様式及び第３号様式を添付すること。 
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第５号様式（第５関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

補助事業者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）   

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業中止（廃止）承認申請書 

   

令和 年 月 日付け青交通第  号で補助金の交付決定の通知を受けた鉄道在来

線活性化事業を下記のとおり中止（廃止）したいので、令和８年度青森県鉄道在来線

活性化事業費補助金交付要綱第５第２号の規定により申請します。  

  

記 

  

 

１ 事業名   

 

 

２ 中止（廃止）の理由 

 

 

３ 中止の期日（廃止の時期）及びその時点における事業の内容 
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第６号様式（第５関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

補助事業者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）   

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業遅延（事故）報告書 

   

令和 年 月 日付け青交通第  号で補助金の交付決定の通知を受けた鉄道在来

線活性化事業について、下記のとおり遅延（事故）があったので、令和８年度青森県

鉄道在来線活性化事業費補助金交付要綱第５第３号の規定により報告します。  

  

記 

  

 

１ 事業名   

 

２ 事業の進捗状況 

 

３ 事業に要した経費 

 

４ 遅延（事故）の内容及び原因 

 

５ 遅延（事故）に対する措置 

 

 

（注）遅延（事故）の理由を立証する書類を添付すること。 
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第７号様式（第５、第 10関係） 

 

財 産 管 理 台 帳 

 

事業実施主体名・住所  

補助事業により

取得（効用が増

加した）財産の

内容 

財産内容  

取得（改良）年月日  

経費の負担 

事業費（円）  

負 

担 

区 

分 

県補助金（円）  

自主財源（円）  

その他（円）  

処分制限 

耐用年数  

処分制限年月日  

処分状況 

承認年月日  

処分の内容  

備考  
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第８号様式（第６関係） 

青交通第         号 

令和   年   月   日  

  

（交付決定団体） 

  沿線団体等名 

 所在地 

 代表者氏名 

 

 青森県知事 宮下 宗一郎   

  

 

 令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業費補助金 交付決定通知書 

 

   

令和 年 月 日付けで交付申請があった令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業

費補助金について、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ この補助金の交付対象は、令和 年 月 日付け 第 号で交付申請のあった、鉄

道在来線活性化事業とし、その内容は、申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助金の額は、次のとおりとする。 

 補助金の額        円 

 

３ 交付決定団体は、令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業費補助金交付要綱の規程

を遵守しなければならない。 
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第９号様式（第７関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

補助事業者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）    

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業費補助金 交付申請取下書 

   

令和 年 月 日付け青交通第  号で交付決定の通知を受けた令和８年度青森県

鉄道在来線活性化事業費補助金の交付の申請を下記の理由により取り下げます。 

  

 

記 

  

 

１ 事業名   

（交付決定額   千円） 

 

２ 取下げの理由 
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第１０号様式（第９関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

補助事業者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）    

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業遂行状況報告書 

   

令和 年 月 日付け青交通第  号で補助金の交付決定の通知を受けた鉄道在来

線活性化事業の状況について、青森県補助金等の交付に関する規則第 10条の規定によ

り、別紙のとおり報告します。  
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第１０号様式 別紙 

 

 

１ 団体名 

 

２ 事業名 

 

３ 着手年月日 

 

４ 完了（予定）年月日 

 

５ 事業の状況 

＜概要＞ 

 

 

＜予算執行状況＞ 

単位 円 

事業内容 総事業費 補助対象 

経費 

  Ａ 

報告日現在

の進捗額 

  Ｂ 

Ｂ／Ａ 3 月末日までの

進捗見込額 

   Ｃ 

Ｃ／Ａ 

       

       

       

 

（注）報告日現在の進捗額Ｂについては、報告日時点の支出済額を記載すること。なお、

必要に応じて、事業の進捗を確認できる資料（任意様式）を求める場合がある。 
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第１１号様式（第１０関係） 

第          号 

令和   年   月   日  

  

   

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿  

  

  

補助事業者  

（住  所）  

（沿線団体等の名称）  

（代表者職・氏名）    

  

  

  

令和８年度青森県鉄道在来線活性化事業完了（廃止）報告書 

   

 

令和 年 月 日付け青交通第  号で補助金の交付決定の通知を受けた鉄道在来

線活性化事業が完了（を廃止）したので、青森県補助金等の交付に関する規則第 12条

の規定により、下記のとおり報告します。  

 

 

記 

１ 事業名 

 

 

２ 事業実績 

  事業実績書（第２号様式）のとおり 

 

３ 収支実績 

  収支精算書（第３号様式）のとおり 

 

４ 事業完了（廃止）年月日   令和 年 月 日 

 

５ 添付書類 

  補助対象経費に係る支払い証拠書類の写し 

  財産管理台帳（第７号様式）の写し 

 


